
利
府
町
消
防
団
副
団
長
を
任
命
し
ま
し
た

　
利
府
町
消
防
団
南
部
分
団
長
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
、
伊
藤
友
一
さ
ん
を
4
月
1
日
付
け

新
副
団
長
と
し
て
任
命
し
ま
し
た
。

　
消
防
団
は
、「
自
ら
の
地
域
は
自
ら
守
る
」と

い
う
精
神
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
た
町
の
機
関

で
、
様
々
な
災
害
か
ら
皆
さ
ん
の
生
命
と
財
産

を
守
る
た
め
活
動
し
て
い
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

利
府
町
交
通
安
全
指
導
員
を

委
嘱
し
ま
し
た

　
町
内
の
道
路
交
通
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
、

4
月
1
日
付
け
で
橋
本
亘
さ
ん
を
利
府
町
交

通
安
全
指
導
員
に
委
嘱
し
、
交
通
安
全
指
導

等
に
従
事
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

春
の
交
通
安
全
町
民
総
ぐ
る
み
運
動

【
運
動
期
間
】

　
５
月
11
日
㈭
～
20
日
㈯

【
運
動
重
点
】

⑴
子
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安
全
の
確
保

⑵
横
断
歩
行
者
事
故
等
の
防
止
と
安
全
運
転
意
識

の
向
上

⑶
自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
と
交
通
ル
ー
ル
遵

守
の
徹
底

　

5
月
20
日
㈯
は「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目

指
す
日
」で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
す
る
な
ど
、

交
通
事
故
に
つ
い
て
考
え
、
行
動
し
、
交
通
事
故

を
無
く
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

安
全
運
転
者
研
修
会

　
交
通
事
故
の
実
態
を
踏
ま
え
、
運
転
者
一
人

ひ
と
り
が
思
い
や
り
の
あ
る
運
転
が
で
き
る
よ

う
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き

　
5
月
19
日
㈮　
午
後
7
時
～

※
要
事
前
予
約

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
定　
員　
30
名

※
優
良
運
転
者
表
彰（
交
通
銀
賞
以
上
）を
受
け
る

た
め
に
必
要
で
す
。
受
講
が
2
回
目
以
降
の

方
は
、修
了
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

合
同
企
業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
で
は
、
み
や
ぎ
シ
ゴ
ト
サ
ポ
ー
タ
ー
石

巻
お
よ
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
塩
釜
と
の
共
催

に
よ
り
、「
合
同
企
業
説
明
会
」を
開
催
し
ま
す
。

地
元
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
し
て
い
る
方
、

「
ま
ず
は
企
業
を
知
り
た
い
」と
い
う
方
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
と　
き

　
5
月
22
日
㈪
午
後
2
時
～
午
後
3
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

※
当
日
の
参
加
企
業
等
に
つ
い
て
は
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問　
み
や
ぎ
シ
ゴ
ト
サ
ポ
ー
タ
ー
石
巻

☎
0
1
2
0-

5
4
3-

5
4
2

令
和
5
年
度　
ふ
れ
あ
い
農
園

利
用
者
を
追
加
募
集
し
ま
す

●
募
集
区
画（
利
府
町
加
瀬
字
新
男
鹿
島
）

　
・
一
般
者
用
区
画　
4
区
画

（
47
㎡
、
47
㎡
、
50
㎡
、
51
㎡
）

●
利
用
条
件

　
①
町
内
居
住
者
で
農
家
以
外
の
方

　

②
作
付
け
で
き
る
作
物
は『
一
般
野
菜
』と

『
草
花
』に
限
り
ま
す
。

　
③
1
世
帯
当
た
り
1
区
画
と
し
ま
す
。

●
利
用
期
間

　
10
か
月（
6
月
～
令
和
6
年
3
月
）

●
利
用
料
金　
年
間
1
㎡
当
た
り
1
0
0
円

※
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、
減
免

措
置
が
あ
り
ま
す
。

●
応
募
方
法

　

農
林
水
産
課
窓
口
備
え
付
け
ま
た
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
農
園

利
用
申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。（
F
A
X
、
E
メ
ー
ル
不
可
）

●
受
付
期
間

　
5
月
1
日
㈪
～
12
日
㈮

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

●
抽
選
会

　
町
で
抽
選
会
を
実
施
し
、
利
用
区
画
を
決
定

し
ま
す
。抽
選
結
果
に
つ
い
て
は
、
後
日
郵
送

に
て
通
知
し
ま
す
。

問　
農
林
水
産
課　
農
林
水
産
係

☎
7
6
7-

2
1
9
1

水
路
や
た
め
池
で
の

水
難
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　
農
作
業
が
盛
ん
に
な
る
こ
の
時
期
は
、
水
路
や

教
育
委
員
に
就
任
し
ま
し
た

　
令
和
5
年
3
月
定
例
議
会
で
同
意
さ
れ
、教
育

委
員
に
坂
下
咲
希
恵
さ
ん
が
就
任
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
4
月
1
日
か
ら
令
和
9
年
3
月

31
日
ま
で
で
す
。

問　
教
育
総
務
課　
総
務
学
事
係

☎
7
6
7-

2
1
7
9

行
政
相
談
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　
総
務
大
臣
か
ら
4
月
1
日
付
け
で
、
行
政
相

談
委
員
と
し
て
2
人
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
4
月
1
日
か
ら
令
和
7
年
3
月
31
日

ま
で
で
す
。

●
定
例
相
談
日

　
毎
月
第
4
水
曜
日　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

●
相
談
場
所　
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
所

問　
秘
書
政
策
課　
秘
書
広
報
係

☎
7
6
7-

2
1
1
2

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

坂
さか

下
した

咲
さ

希
き

恵
え

さん大
おお

内
うち

典
のり

子
こ

さん多
た

出
で

村
むら

とみ子
こ

さん

伊
い

藤
とう

友
ゆう

一
いち

さん橋
はし

本
もと

　亘
わたる

さん

電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951  放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）
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た
め
池
の
水
量
が
多
く
な
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

が
水
遊
び
や
魚
釣
り
に
夢
中
に
な
り
、
水
路
や
た

め
池
に
転
落
し
、
死
亡
す
る
事
故
が
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。
大
変
危
険
で
す
の
で
水
路
や
た
め
池
で
の

水
遊
び
や
魚
釣
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
近
年
、
高
齢
者
の
水
難
事
故
も
発
生
し

て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
水
路
や
た
め
池
で
遊

ば
な
い
よ
う
に
声
を
掛
け
た
り
、
高
齢
者
の
い
る

家
庭
で
は
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
ご
家
庭
だ
け
で
な

く
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
お
声
が
け
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

問　
農
林
水
産
課　
農
水
施
設
係

☎
7
6
7-

2
1
9
1

町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

◆
5
月
27
日
㈯　
（
館
内
清
掃
の
た
め
）

問　
財
務
課　
管
財
契
約
係

 

☎
7
6
7-

2
1
1
6

●日曜開庁日
5月14日（日） 午前9時〜午後1時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、
住民票等の諸証明発行、納税相談、水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
5月31日（水） 午後8時まで
●今月の納期限

5月31日（水）
・軽自動車税　・固定資産税（第1期）
●マイナンバーカード交付臨時窓口

①夜間臨時窓口
　5月11日（木）、18日（木）、25日（木） 午後7時30分まで
②休日臨時窓口
　5月14日（日）、28日（日） 午前9時〜午後5時
※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

　地方税共通納税システムの対象税目拡大に伴い、全国の
自治体で「地方税統一ＱＲコード」が印字された納付書の
取扱いが開始されます。
　納付書にＱＲコードが印字されている場合は、地方税共同
機構が提供する「地方税お支払サイト」を利用し、全国の対応
金融機関および各種スマートフォンアプリ、クレジットカード
による納付が可能となります。

〇注意事項
１ ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
２ 令和５年４月以降に発行された納付書で納付可能となります。
３ 現在口座振替を利用している方で、今後口座振替の解約を希望される方は、お問い合わせください。
４ ＱＲコードが印字されていない納付書でも、バーコードが印字されていれば、これまでどおりコンビニ納付や
アプリ納付が可能です。

５ 地方税共通納税（ＱＲコード決済）で納付された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、
納税窓口（役場、金融機関およびコンビニ）に納付書を持参して納付ください。

６ 納税手続きに係る通信費やクレジットカード納税に係る手数料については、利用者の負担となります。
７ 共通納税の概要については、地方税共同機構の公式ＨＰ（※１）に掲載されています。
８ 地方税統一ＱＲコードでの納付方法の詳細については、「地方税お支払サイト（※２）」をご確認ください。

問  税務課　収納整理係　☎767-2172

※１
 地方税共同機構公式ＨＰ

※２ 
地方税お支払サイト

令和５年度から地方税共通納税（QRコード決済）をご利用いただけます

問  子ども支援課　子ども給付係　☎767-2193

※各種手当制度・医療費助成制度には、支給・所得要件があるものも含まれます。
　詳しくは町ホームページをご確認ください。

各種手当・医療費助成制度をご存じですか
児童手当 中学校修了前までの児童を養育している父または母、父母に代って養育している方に、手当の支給を行います。

児童扶養手当 18歳の年度末までの児童を監護している母子父子家庭の父母または父母に代って養育している方に、手当の
支給を行います。

子ども医療費助成 18歳の年度末までの子どもの医療機会を確保するため、医療費の助成を行います。保険診療分の一部負
担金を全額助成します。※生活保護受給者は対象外。対象年齢であっても婚姻されている場合は対象外

母子・父子家庭
医療費助成

18歳の年度末までの児童を監護している母子父子家庭の父または母、児童（18歳の年度末まで）の医療機会を確
保するため医療費の助成を行います。各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で1件
1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が申請により助成されます。※生活保護受給者は対象外

養育医療
身体の発達が未熟なまま出生した未熟児（出生体重2,000g以下の者。また、出生体重が2，000g以上でも、
生活力が特に薄弱であり、養育医療給付に該当する諸症状がある場合）で医師が入院養育を必要と認めた乳
児（1歳未満の者）に対し、養育に必要な医療を給付します。

対象税目 納付方法
●町県民税
  （普通徴収）
●固定資産税
●軽自動車税
  （種別割）
●国民健康保険税

●全国の金融機関窓口納付
  （地方税共同機構が収納事務を
　　　　　委託する金融機関のみ）
●ダイレクト納付（口座振替）
●クレジットカード納付
●アプリ納付（スマートフォン決済）
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【募 集 戸 数】　10戸（先着順、郵送不可）
【対 象 住 宅】　昭和56年5月31日以前に在来軸構法または枠組壁構法により着工された
　　　　　　　3階建て以下の戸建木造住宅
【診 断 費 用】　負担額8,400円／戸から（延床面積により変動）
【そ　の　他】　耐震改修工事は相当の時間を要するため、令和5年度中に耐震診断および耐震改修工事を行う方は、
　　　　　　　令和5年6月から7月までを目途に耐震診断を実施してください。

　地震による被害を軽減し、町民の生命や財産を守るため、旧耐
震基準である昭和56年以前の戸建木造住宅を対象とした耐震
診断及び耐震改修工事に係る費用の一部を助成します。

【募 集 戸 数】　4戸（先着順、郵送不可）
【対 象 住 宅】　耐震診断を実施し、診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅で、
　　　　　　　耐震改修工事または建替えをする住宅
【助 成 内 容】　耐震改修工事費の80％を補助（上限100万円）
　　　　　　　耐震改修工事とは別に10万円以上のリフォーム工事をした場合は、10万円を
　　　　　　　上限に上記補助額に上乗せ
【そ　の　他】　耐震改修工事は、令和6年1月までに竣工するようにしてください。

●受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日を除く）
※ 本人確認書類（運転免許証等）をお持ちください。 問  都市整備課 まちづくり戦略係　☎767-2342

　通学や災害時の避難の際に通行人の安全を確保するため、
道路沿いにある倒壊の危険性があるブロック塀などの除却費用の
一部を助成します。【募 集 件 数】　10件（先着順、郵送不可）

【対象建築物】　道路に面し、高さが1m以上のブロック塀・門柱等で、現地調査の結果、
　　　　　　　危険と判定されたもの
【補　助　額】　●除却　上限150,000円　●除却後のフェンス等の設置　上限100,000円
　　　　　　　※小学校から半径500m以内にあるブロック塀等は上記の補助額に、上限37,000円が加算されます。

ブロック塀等除却助成事業

12月8日（金）まで
申請期限

木造住宅耐震診断助成事業

木造住宅耐震改修工事助成事業

利府町木造住宅耐震助成事業

12月8日（金）まで
申請期限

9月29日（金）まで
申請期限

　定住促進住宅では、令和５年５月から、常時募集を実施します。
○常時募集では、随時に入居の申し込みを受け付け、先着順により受付を行います。
　※募集の内容については、ホームページまたは窓口にお問い合わせください。

問　施設管理課　住宅公園係　☎︎767-2121

定住促進住宅入居者募集
○申込方法
１．申込受付　施設管理課住宅公園係（⑤番窓口）で申込書に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
２．申込要件　下記の（１）～（４）の条件すべてを満たす方が申し込みいただけます。
（1）町内に定住を希望し住居を必要としている方、または町内企業に就職するために住居を必要としている方
（2）現に同居し、または同居しようとする親族があること
（3）世帯の年間所得の1/12が、月額家賃の３倍以上であること
（4）暴力団員でないこと
３．家賃・駐車場使用料・共益費

４．敷金・駐車場保証金（入居決定時に納入していただくもの）

○入居についての注意点
１．入居までに、入居資格確認および入居契約が必要になるため、１か月～２か月程度日数を要します。
２．入居契約には、連帯保証人が１名（入居者と同等以上の収入のある方）必要になります。
３．入居申込書を提出しても「審査において資格を満たしていないことが確認された場合」や
　　「申込書の内容に偽りが認められた場合」には入居することができませんのでご注意ください。

家 賃

共 益 費 １戸あたり、月額800円
駐 車 場 使 用 料　　 月額使用料：１区画あたり2,800円　（原則として、1戸につき2区画以内）

階数 月額家賃
1階 40,000円
2階 40,000円
3階 37,500円
4階 35,000円
5階 32,500円

補助内訳（上限額）
耐 震 改 修 工 事 100万円
リフォーム工事 10万円
合 計 110万円

敷　　　金 月額家賃の３か月分 駐車場保証金 １区画あたり、月額使用料の３か月分

エレベーターがないため、
上層階ほど安価になって
おります。
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令和5年度採用　利府町職員採用試験のご案内
●試験区分、職種、採用予定人数および受験資格

区　分 職　種 人　数 受　験　資　格

上　級

行　政 3名程度 平成11年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、大学卒業程度の学力を
有する方

保健師 2名程度 昭和63年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、保健師の資格を有
している方または令和6年4月までに保健師の資格を取得する見込みのある方

管理栄養士 若干名 昭和63年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、管理栄養士の資格を
有している方または令和6年4月までに管理栄養士の資格を取得する見込みのある方

行　政
（社会人経験） 2名程度

1年以上継続して週29時間以上の勤務を直近の5年間（平成30年7月1日から令和
5年6月30日まで）に、通算3年以上経験した昭和59年4月2日から平成14年4月1日
までに生まれた方で、大学卒業程度の学力を有する方

行　政
（文化財経験） 若干名

大学もしくは大学院の専門課程において考古学を専攻して卒業（修了）した方または
令和6年3月末までに卒業（修了）見込みの方で埋蔵文化財の調査について知識、
経験を有する昭和59年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方

問　総務課　人事係　☎︎767-2192

●試 験 日　7月9日（日）
〇会　　場　役場2階会議室
〇受付期間　6月8日（木）まで

〇受付時間　平日の午前8時30分から午後5時15分まで
〇申込用紙・試験案内等の配布　5月上旬から、総合案内または総務課人事係で配布します。
　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは町ホームページをご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　オンラインでの試験申し込みも可能です。
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